
お
知
ら
せ

募
集
し
ま
す

催
し
物

教
室
・
講
座

ス
ポ
ー
ツ

お
知
ら
せ

募
集
し
ま
す

催
し
物

教
室
・
講
座

ス
ポ
ー
ツ

申
込
共
通
項
目　

  

催
し
物
名
、参
加
者
の
郵
便
番
号
・
住
所
・
氏
名
（
ふ
り
が
な
）・

電
話
番
号
、
催
し
も
の
に
よ
り
そ
の
他
必
要
事
項

　2019年(平成31年)４月号　第1173号 　2019年(平成31年)４月号　第1173号　 89

※変更する場合がありますミニ育児講座　日程

とき ところ
９月 ６日 (金 ) 平和さくら児童館

９月 13日 ( 金 )
祖父江あじさい児童館
下津クローバー児童センター

９月 27日 ( 金 ) 千代田ヒナギク児童センター
10月 11 日 ( 金 ) 大里オリーブ児童センター
10月 18 日 ( 金 ) 明治スズラン児童センター
10月 25 日 ( 金 ) 西町さざんか児童センター
11 月 １日 ( 金 ) 小正すみれ児童センター
11 月 ８日 ( 金 ) 高御堂カトレア児童センター
11月 15 日 ( 金 ) 大里東チューリップ児童センター

●０歳児の親子

●１歳児の親子

とき ところ
９月 11日 ( 水 ) 平和さくら児童館
９月 18日 ( 水 ) 千代田ヒナギク児童センター
９月 25日 ( 水 ) 祖父江あじさい児童館
10 月 ９日 ( 水 ) 小正すみれ児童センター
10月 16 日 ( 水 ) 下津クローバー児童センター
10月 23 日 ( 水 ) 高御堂カトレア児童センター
10月 30 日 ( 水 ) 大里東チューリップ児童センター
11 月 ６日 ( 水 ) 大里オリーブ児童センター
11月 13 日 ( 水 ) 西町さざんか児童センター
11月 20 日 ( 水 ) 明治スズラン児童センター

●２歳児の親子

とき ところ
５月 15日 ( 水 ) 平和さくら児童館
５月 22日 ( 水 ) 明治スズラン児童センター

５月 29日 ( 水 )
千代田ヒナギク児童センター
大里東チューリップ児童センター

６月 ５日 (水 ) 祖父江あじさい児童館

６月 12日 ( 水 )
西町さざんか児童センター
大里オリーブ児童センター

６月 19日 ( 水 ) 高御堂カトレア児童センター
７月 10日 ( 水 ) 小正すみれ児童センター
７月 17日 ( 水 ) 下津クローバー児童センター

児童館・児童センター
名称 電話番号

西町さざんか児童センター 0587(32)7911
小正すみれ児童センター 0587(23)4685
高御堂カトレア児童センター 0587(23)2545
大里オリーブ児童センター 0587(21)6341
明治スズラン児童センター 0587(36)6708
下津クローバー児童センター 0587(32)9401
千代田ヒナギク児童センター 0587(36)6281
大里東チューリップ児童センター 0587(32)9405
祖父江あじさい児童館 0587(97)2117
平和さくら児童館 0567(46)5600
( 私 ) 信竜こどもの森児童館 0587(22)0303

フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

か
ら
の
お
知
ら
せ

フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

☎

０
５
６
７(

28)

５
５
７
４

　

フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ
ン

タ
ー
は
、
子
育
て
を
手
伝
っ
て
ほ

し
い
か
た
（
依
頼
会
員
）
と
子
育

て
の
応
援
を
し
た
い
か
た
（
提
供

会
員
）
が
会
員
登
録
を
し
、
子
ど

も
を
預
か
っ
た
り
産
前
産
後
の
手

伝
い
を
し
た
り
し
て
子
育
て
を
地

域
で
支
え
合
い
、
助
け
合
う
し
く

児
童
館
・
児
童
セ
ン
タ
ー
の

ご
利
用
を

市
役
所
子
育
て
支
援
課  

☎

０
５
８
７(

32)

１
２
９
９

　

親
子
の
ふ
れ
あ
い
を
通
し
て
、

絆
を
深
め
る
親
子
遊
び
に
参
加
し

て
み
ま
せ
ん
か
。

●
こ
あ
ら
広
場

▼
と
き　

金
曜
日
（
小
学
校
の

春
・
夏
・
冬
休
み
期
間
中
と
祝
休

日
を
除
く
）、
午
前
10
時
30
分
〜

11
時
30
分
▼
対
象　

０
歳
児
の
未

就
園
児
と
保
護
者

●
ひ
よ
こ
・
う
さ
ぎ
広
場

▼
と
き　

水
曜
日
（
小
学
校
の

春
・
夏
・
冬
休
み
期
間
中
と
祝
休

ミ
ニ
育
児
講
座

市
役
所
子
育
て
支
援
課  

☎

０
５
８
７(

32)

１
２
９
９

▼
と
き
・
と
こ
ろ　

左
表
▼
対

象
・
時
間　

０
歳
児
の
親
子
…
午

前
10
時
30
分
〜
11
時
、
１
歳
児
・

２
歳
児
の
親
子
…
午
前
10
時
30
分

〜
11
時
30
分
▼
内
容　

子
育
て
に

日
を
除
く
）、
午
前
10
時
30
分
〜

11
時
30
分
▼
対
象　

１
・
２
歳
児

の
未
就
園
児
と
保
護
者

▼
申
し
込
み　

不
要　

※
詳
し

く
は
、
地
域
の
児
童
館
・
児
童

セ
ン
タ
ー
（
左
表
）
へ
問
い
合

わ
せ
て
く
だ
さ
い

み
で
す
。

●
援
助
の
内
容

 

・ 

保
育
園
、
幼
稚
園
、
小
学
校
、

児
童
館
、
児
童
セ
ン
タ
ー
な
ど

へ
の
子
ど
も
の
送
迎
や
、
送
迎

を
伴
う
預
か
り

 

・ 

保
護
者
の
用
事
や
リ
フ
レ
ッ

シ
ュ
の
際
の
子
ど
も
の
預
か
り

・ 

病
児
や
病
後
児
の
預
か
り
（
医

師
か
ら
許
可
が
出
た
場
合
）

 

・ 

産
前
産
後
の
家
事
や
赤
ち
ゃ
ん

の
世
話
な
ど
の
手
伝
い

●
依
頼
会
員

　

市
内
在
住
・
在
勤
の
か
た
、
０

歳
児
（
生
後
57
日
以
降
）
〜
小
学

校
６
年
生
の
子
ど
も
の
保
護
者
、

妊
娠
８
カ
月
〜
産
後
２
カ
月
（
多

つ
い
て
の
話
や
遊
び
の
紹
介
な
ど

▼
講
師　

保
育
士
▼
費
用　

無
料

▼
申
し
込
み　

不
要

胎
児
は
12
カ
月
）
の
か
た

●
提
供
会
員

　

子
育
て
支
援
活
動
に
関
心
の
あ

る
か
た
。
年
齢
・
資
格
・
経
験
は

不
問
で
す
。　

※
養
成
講
座
を
受

講
し
て
く
だ
さ
い

▼
利
用
料　

有
料
（
会
員
登
録
は

無
料
）
▼
そ
の
他　

事
前
に
登
録

し
て
お
け
ば
、
い
ざ
と
い
う
時
に

安
心
で
す
。
利
用
方
法
な
ど
、
詳

し
く
は
電
話
や
４
月
か
ら
行
う

「
移
動
事
務
所
」
で
説
明
し
ま

す
。
移
動
事
務
所
の
日
程
は
、
広

報
い
な
ざ
わ
の
市
民
カ
レ
ン
ダ
ー

で
確
認
し
て
く
だ
さ
い

初
め
て
の
赤
ち
ゃ
ん
と
マ
マ

の
部
屋
・
赤
マ
マ
た
ま
ご

市
役
所
子
育
て
支
援
課  

☎

０
５
８
７(

32)

１
２
９
９

　

育
児
が
初
め
て
の
お
母
さ
ん
同

士
、
お
し
ゃ
べ
り
を
し
な
が
ら
育

児
の
情
報
交
換
な
ど
を
し
ま
せ
ん

か
。
初
妊
婦
の
か
た
も
参
加
で
き

ま
す
。
ふ
れ
あ
い
遊
び
を
し
た
り

ひ
と
り
親
家
庭
支
援
事
業

稲
沢
市
社
会
福
祉
協
議
会

☎

０
５
８
７(

23)

６
７
１
３

　

木
下
大
サ
ー
カ
ス
名
古
屋
公
演

へ
無
料
で
ご
招
待
し
ま
す
。

▼
と
き　

５
月
25
日
（土）
、
午
前
10

時
10
分
（
開
演
）
▼
と
こ
ろ　

白

ふ
れ
あ
い
相
談

市
役
所
学
校
教
育
課  

☎

０
５
８
７(

32)

１
４
３
６

　

聞
く
・
話
す
・
読
む
・
書
く
・

計
算
す
る
・
注
意
集
中
困
難
・
多

動
性
・
衝
動
性
・
対
人
関
係
な
ど
、

子
ど
も
の
発
達
や
障
害
の
あ
る
子

ど
も
の
養
育
で
悩
ん
で
い
る
保
護

者
の
疑
問
や
不
安
・
悩
み
に
つ
い

て
一
緒
に
考
え
て
い
き
ま
す
。
秘

密
は
厳
守
し
ま
す
。

▼
と
き　

午
後
１
時
〜
４
時　

※

相
談
日
時
を
調
整
し
ま
す
の
で
事

前
に
予
約
し
て
く
だ
さ
い
▼
と
こ

ろ　

県
立
い
な
ざ
わ
特
別
支
援
学

就
学
援
助
制
度

市
役
所
学
校
教
育
課  

☎

０
５
８
７(

32)

１
４
３
６

　

経
済
的
理
由
で
市
立
小
・
中
学

校
に
就
学
す
る
こ
と
が
困
難
な
児

童
・
生
徒
の
保
護
者
に
、
給
食
費
・

学
用
品
費
な
ど
を
援
助
し
ま
す
。

▼
対
象　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
か
た　

①
生
活
保
護
を
受
け

て
い
る
②
生
活
保
護
が
１
年
以
内

に
停
止
ま
た
は
廃
止
さ
れ
た
③
世

帯
全
員
が
市
民
税
が
非
課
税
ま
た

は
減
免
さ
れ
た
④
個
人
事
業
税
ま

た
は
固
定
資
産
税
が
減
免
さ
れ
た

⑤
世
帯
全
員
の
国
民
年
金
の
掛
け

金
が
免
除
ま
た
は
国
民
健
康
保
険

税
が
減
免
も
し
く
は
納
期
限
が
延

長
さ
れ
た
⑥
児
童
扶
養
手
当
が
支

給
さ
れ
た
⑦
生
活
福
祉
資
金
に
よ

る
貸
付
を
受
け
た
⑧
そ
の
他
の
経

済
的
理
由
が
あ
る
（
特
別
の
事
情

や
世
帯
全
員
の
総
所
得
金
額
の
合

計
が
生
活
保
護
法
に
よ
る
保
護
基

準
に
よ
り
算
定
し
た
金
額
の
１
・

２
倍
以
下
の
か
た
）
▼
申
請
先　

母
子
・
父
子
家
庭
な
ど
の

手
当
の
振
り
込
み

市
役
所
子
育
て
支
援
課  

☎

０
５
８
７(

32)

１
２
９
６

　

平
成
30
年
12
月
〜
３
月
分
の
児

童
扶
養
手
当
、
県
遺
児
手
当
、
市

遺
児
手
当
を
指
定
さ
れ
た
預
金
口

座
に
振
り
込
み
ま
す
の
で
確
認
し

て
く
だ
さ
い
。

▼
振
込
日　

児
童
扶
養
手
当
…
４

月
10
日
（水）
、
県
遺
児
手
当
…
４
月

25
日
（木）
（
県
か
ら
振
り
込
ま
れ
ま

す
）、
市
遺
児
手
当
…
４
月
26
日

（金） 市
役
所
学
校
教
育
課　

※
③
〜
⑧

は
証
明
す
る
書
類
が
必
要
で
す
。

詳
し
く
は
、
問
い
合
わ
せ
て
く
だ

さ
い

校
（
一
色
森
山
町
）
▼
費
用　

無

料
▼
申
し
込
み　

電
話
で
県
立

い
な
ざ
わ
特
別
支
援
学
校
（☎

０
５
８
７(

35)

２
０
０
５
）
へ

視
覚
障
害
者
歩
行
訓
練
事
業

市
役
所
福
祉
課

　
　
　
　
　

☎

０
５
８
７(

32)

１
２
８
１

▼
対
象　

市
内
在
住
で
、
視
覚
障

害
を
理
由
と
す
る
身
体
障
害
者
手

帳
を
持
っ
て
い
て
、
こ
れ
ま
で
に

訓
練
を
受
け
て
い
な
い
か
た
▼
定

員　

６
人
（
定
員
を
超
え
た
場
合

は
抽
選
）
▼
内
容　

視
覚
に
障
害

の
あ
る
か
た
が
白
杖
を
使
っ
て
一

人
で
歩
く
た
め
の
歩
行
訓
練
士
に

よ
る
マ
ン
ツ
ー
マ
ン
の
訓
練
▼
費

用　

無
料
（
公
共
交
通
機
関
を
利

用
し
て
訓
練
す
る
場
合
は
、
歩
行

訓
練
士
の
交
通
費
が
必
要
）
▼
申

し
込
み　

４
月
８
日
(月)
〜
17
日
（水）

に
、
市
役
所
福
祉
課
、
支
所
へ
（
電

話
可
）
▼
そ
の
他　

定
員
に
満
た

な
か
っ
た
場
合
、
こ
れ
ま
で
に
訓

練
を
受
け
た
か
た
の
申
し
込
み
を

４
月
22
日
（月）
か
ら
受
け
付
け
ま
す

川
公
園
特
設
会
場
（
名
古
屋
市
中

区
栄
二
丁
目
）
▼
対
象　

市
内
在

住
の
ひ
と
り
親
家
庭
の
保
護
者
と

15
歳
以
下
（
中
学
生
ま
で
）
の
子

ど
も
▼
定
員　

１
０
０
人
（
定
員

を
超
え
た
場
合
は
抽
選
）
▼
申
し

込
み　

４
月
19
日
（金）
（
必
着
）
ま

で
に
、
は
が
き
に
申
込
共
通
項
目

（
ペ
ー
ジ
右
下
参
照
）、
子
ど
も
の

氏
名
（
ふ
り
が
な
）・
年
齢
を
記
入

の
上
、
稲
沢
市
社
会
福
祉
協
議
会

（
〒
４
９
２
ー
８
２
１
８　

稲
沢

市
西
町
３
ー
10
ー
24
）
へ
。
詳
し

く
は
、
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い

保
育
士
か
ら
子
育
て
の
話
を
聞
い

た
り
し
て
、
楽
し
く
過
ご
し
ま

し
ょ
う
。　

※
保
健
師
、
栄
養
士

が
来
所
す
る
日
も
あ
り
ま
す　

▼
と
き　

４
月
11
日
（木）
、
５
月
９

日
（木）
、
６
月
20
日
（木）
、
７
月
18
日

（木）
、
８
月
22
日
（木）
、
９
月
19
日

（木）
、
10
月
17
日
（木）
、
11
月
21
日

（木）
、
12
月
19
日
（木）
、
２
０
２
０
年

年
１
月
23
日
（木）
、
２
月
20
日
（木）
、

３
月
５
日
（木）
、
午
前
10
時
30
分
〜

11
時
30
分　

※
日
程
は
変
更
す
る

場
合
が
あ
り
ま
す
▼
と
こ
ろ　

平

和
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
、
長
野

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
▼
対
象　

市
内
在
住
で
、
第
１
子
が
生
後
４

カ
月
ご
ろ
〜
12
カ
月
の
親
子　

▼

費
用　

無
料
▼
申
し
込
み　

不

要
▼
問
合
先　

平
和
子
育
て
支

援
セ
ン
タ
ー
（☎

０
５
６
７(

46)

５
６
０
５
）、
長
野
子
育
て
支
援

セ
ン
タ
ー
（☎

０
５
８
７(

32)

９
４
１
５
）


